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統 計 委 第 ７ 号  
平成 29 年３月 21 日 

 
総 務 大 臣 

山 本 早 苗 殿 
  

                                         統計委員会委員長 
西 村 淸 彦 

 

 

諮問第 101号の答申 

労働力調査の変更について 

 

本委員会は、諮問第 101号による労働力調査の変更について審議した結果、下記のとおり結論を

得たので、答申する。 

 

記 

 
１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成 28 年 12 月 16 日付け総統労第 198 号により総務大臣から申請された「基幹統計調査の

変更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審査した結果、以下のとおり、統

計法（平成 19年法律第 53号）第 10条各号の各要件のいずれにも適合しているため、「労働力

調査」（基幹統計調査。以下「本調査」という。）の変更を承認して差し支えない。 

 

（２）理由等 

  ア 報告を求める事項の変更 

  （ア）「最近の求職活動の時期」及び「就業の可能性」の移設・追加等 

     本申請では、特定調査票の「最近の求職活動の時期」及び「就業の可能性」を把握する

調査事項について、図１のとおり、基礎調査票に移設・追加するとともに、これに伴い、

基礎調査票の「探している仕事の位置付け」及び「求職の理由」を把握する調査事項をこ

れらの調査事項の後に配置変更する計画である。 

これについて、前者は、基礎調査票において、直近１か月以内に求職活動を行い、かつ、

直ちに就業可能な者を把握することにより、2013年（平成 25年）10月に開催された国際

労働機関（ILO）主催の第 19回国際労働統計家会議において採択された就業等に関する決

議（以下「ILO決議」という。）に準拠した新たな定義の失業者 （注）を的確に捉えるための

変更であり、国際比較可能性の向上に資するものであること、また、後者は、基礎調査票

において、特定の選択肢を回答した者が一連の流れで回答できる形にし、回答漏れを防ぐ

とともに、必要な情報を得るための変更であることから、適当である。 

 
（注）新たな失業者の定義については、①就業しておらず、②４週間又は１か月以内に求職活動をしており、③就業可能な

者とされている。従前の失業者の定義では、求職活動期間は各国の裁量に任されており、我が国では「月末１週間」と

していた。   
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図１ 

≪基礎調査票≫ 
 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
 

⑬・⑭⇒特定調査票から基礎調査票に移設・追加 
⑮・⑯⇒基礎調査票内の配置変更 

 

 
  （イ）「就業時間の増加及び仕事の追加の可否」の追加 

     本申請では、特定調査票において、図２のとおり、「就業時間の増加及び仕事の追加の

可否」（追加的な仕事に就業可能な者）を把握する調査事項を追加する計画である。 

     これについては、現行の調査事項では追加的な仕事への就業の可否を捉えることができ

ないための変更であり、これによって、ILO 決議において導入することとされている未活

用労働に係る新たな指標を作成する上で必要な情報の的確な把握が可能となり （注）、国際

比較可能性の向上に資するものであることから、適当である。 

 
（注）ILO 決議において導入することとされている未活用労働（Labour Underutilization）に係る新たな指標のうち、LU

２（新定義の失業者に追加就労希望就業者を加えた率）の算出を行うための変更である。「追加就労希望就業者」とは、

①就業時間の短い就業者で、②就業時間の追加を希望し、③追加が可能である者をいい、現行の調査事項である「月末

１週間の就業時間」（基礎調査票）及び「就業時間増減希望の有無」（特定調査票）並びに今回追加する調査事項である

「就業時間の増加及び仕事の追加の可否」（特定調査票）により把握することが可能となる。 

   なお、ILO 決議では、未活用労働に関する以下４つの指標のうち、２つ以上を集計することとされているが、我が国

では４つの指標全てを集計することとしている。 
 

失業者  
１ LU1（新定義の失業率）＝ ―――――― ×100 

労働力人口 
 

失業者 ＋ 追加就労希望就業者 
２ LU2（追加就労希望就業者を加えた率）＝ ―――――――――――――――― ×100 

労働力人口 
 

失業者 ＋ 潜在労働力人口 
３ LU3（潜在労働力人口を加えた率）＝ ―――――――――――――――― ×100 

労働力人口 ＋ 潜在労働力人口 
 

失業者＋追加就労希望就業者＋潜在労働力人口 
４ LU4（追加就労希望就業者と潜在労働力人口を加えた率）＝―――――――――――――――――――――――×100 

労働力人口 ＋ 潜在労働力人口 
 

        ※ 算出式中、「潜在労働力人口」とは、①１か月以内に求職活動をしていて、すぐではないが２週間以内に就業でき

る者、又は②この１か月に求職していないが、すぐに仕事に就くことができて就業を希望している者をいう。 
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  図２ 

≪特定調査票≫ 
 

 変更案                       現 行  
 

 

〔 新 設 〕     

 

 

 

 

  （ウ）「最近の求職活動の時期」の削除 

     本申請では、図３のとおり、特定調査票における「最近の求職活動の時期」を把握する

調査事項（現行のＢ３欄及びＣ４欄）を削除する計画である。 

     これについては、以下のとおり、報告者の負担軽減とともに、正確な報告に資するもの

であることから、適当である。 

① 現行のＢ３欄については、完全失業者のこの１か月の求職活動の時期を把握するもの

であり、前記（ア）の変更（図１の変更案⑬参照）を行う中で、当該欄を残した場合、

これと似通った調査事項への回答を重ねて求めることとなり、報告者に記入負担感を与

えるだけでなく、回答に当たって紛れが生じることから、削除するものであること。 

② 現行のＣ４欄については、前記（ア）で基礎調査票へ移設する「最近の求職活動の時

期」と把握内容が重複する事項であることから、削除するものであること。 

 

  図３ 

≪特定調査票≫ 

 

 変更案                     現 行  
 

 

〔 削 除 〕     

 

 

 

 

〔 削 除 〕     

 

 

 

 

  （エ）「求職活動の方法」に係る選択肢の追加 

     本申請では、特定調査票の「求職活動の方法」を把握する調査事項について、図４のと

おり、求職活動期間の把握対象を直近１か月に変更するとともに、選択肢として、新たに

「求職の申込みや応募などの結果を問い合わせた」及び「求職活動の結果を待っていた」

を追加する計画である。 

     これについては、以下のとおり、国際比較可能性の向上に資するものであり、また、統

計の継続性の確保を図るものであることから、適当である。 

① 求職活動期間の把握対象を直近１か月に変更することについては、ILO 決議における
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新たな失業者の定義では求職活動期間を「４週間又は１か月」とされていることに準拠

するものであること。 

② 選択肢の追加については、前記（ウ）の現行の特定調査票における「最近の求職活動

の時期」（Ｂ３欄）の削除に伴い、従来、当該調査事項による調査結果から推計してい

た過去に行った求職活動の結果を待っていた者に係る情報の把握ができなくなること

から、その代替として選択肢を追加するものであること。 

 

（参考）現行の特定調査票における「最近の求職活動の時期」（Ｂ３欄）〔再掲〕 
 

 

 
 
  

※ 「特定調査票の記入のしかた」において、過去の求職活動の結果を問い合わせた場合も「仕事を探したり開業

の準備をした」とし、また、「この１か月には全くしなかった」とは、過去に行った求職活動の結果を待ってい

て、今月中に全く求職活動をしなかった人が該当することとされている。 

 

  図４ 

≪特定調査票≫ 
 

 変更案                   現 行  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  （オ）「就業の可能性」の回答者に係る説明文の追加 

     本申請では、特定調査票の「就業の可能性」を把握する調査事項について、図５のとお

り、前記（ア）で特定調査票から基礎調査票に移設・追加する「最近の求職活動の時期」

において「この１か月にはしなかったがこの１年間にした」又は「この１年間には全くし

なかった」と回答した者のみ記入する旨の説明文を追加する計画である。 

     これについては、以下のとおり、今回、特定調査票から基礎調査票に移設・追加する「最

近の求職活動の時期」における選択肢の回答に関連し、報告者の負担軽減とともに、正確

な報告に資するものであることから、適当である。 

①  「この１か月にした」に回答した者は、同じく基礎調査票に追加する「就業の可能性」

を把握する調査事項に回答する設計としているため、当該者が特定調査票において「就

業の可能性」を把握する本調査事項にも重複して回答することのないようにする変更で

あること。 

②  「この１か月にはしなかったがこの１年間にした」又は「この１年間には全くしなか
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った」に回答した者が、特定調査票における「就業の可能性」を把握する本調査事項に

紛れなく回答してもらうための変更であること。 

 

  図５  
≪特定調査票≫ 

 

 変更案                   現 行  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 イ 集計事項の変更 

本申請では、基礎調査票への「最近の求職活動の時期」及び「就業の可能性」の移設・追加

や特定調査票における「就業時間の増加及び仕事の追加の可否」の追加、特定調査票における

「求職活動の方法」及び「就業の可能性」の変更など調査事項の追加・変更等に伴い、関連す

る集計事項を変更する計画である。 

これらについては、ILO 決議において集計することとされている未活用労働に係る新たな指

標の導入等に伴い、集計事項の充実を図るための変更であり、国際比較可能性の向上に資する

ものであることから、適当である。 

 

２ 統計委員会諮問第 39号の答申（平成 24年１月 20日付け府統委第６号）における「今後の課

題」への対応状況 

  本調査については、統計委員会諮問第 39号の答申（平成 24年１月 20日付け府統委第６号（以

下「前回答申」という。）において、基礎調査票の「従業上の地位」を把握する調査事項の選択

肢のうち、「常雇」に該当する者の中には、自身の雇用契約期間が有期なのか無期なのかを必ず

しも十分に承知していない者がいるおそれがあることから、「従業上の地位」を把握する調査事

項の選択肢に「わからない」を追加する必要性について検討することが指摘されている。 

  総務省は、本課題への対応について検討した結果、本調査において雇用契約期間を把握する調査事

項を設け、その中で「わからない」の選択肢を設けることが有用であるとの結論に至った（詳細は別

紙参照）。 

このことを踏まえ、本申請では、基礎調査票の「勤めか自営かの別及び勤め先における呼称」

（従業上の地位）を把握する調査事項について、図６のとおり、「雇われている人」について、

常雇（無期又は有期の契約）、臨時雇、日雇の別を選択した上で、勤め先における呼称（「正規の

職員・従業員」「パート」「アルバイト」等）を選択する方式から、勤め先における呼称を選択し

た上で、雇用契約期間（「１か月未満」「１か月超３か月以下」等）を選択する方式に変更し、そ

の選択肢の中に「わからない」を設ける計画である。 

これについては、本課題に即した対応を行うものであり、また、雇用契約期間に係る的確な実

態を把握し、就業構造基本調査結果との比較が可能となるなど、労働者の就業等に関する分析に

資する、より有用なデータを得る変更であることから、適当である。 
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   図６ 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

なお、現行の本調査における「従業上の地位」及び変更案の「雇用契約期間の定めの有無」に

おける選択肢の対応関係は、図７のとおりである。また、変更後の調査事項については、図８の

とおり、平成 29年就業構造基本調査（平成 29年 10月実施予定）と同様のものとなっている。 
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   図７ 「従業上の地位」及び「雇用契約期間の定めの有無」における選択肢の対応関係 
 

   現 行 

    

   変更案 

    

 

 図８ 平成 29年就業構造基本調査の調査票における雇用契約期間を把握する調査事項 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の課題 

（１）「従業上の地位」に係る選択肢の変更に伴う情報共有・提供の実施 

   今回の「従業上の地位」に係る選択肢の変更（「常雇の人」「臨時雇の人」等の区分から具体

の雇用契約期間ごとの区分に変更）に伴い、当該変更前後の調査結果に差異が生じることが想

定される。 

このため、総務省は、円滑な調査実施を図る観点から、都道府県と更に情報共有を行うとと

もに、統計利用者の利便性等を図る観点から、調査結果の時系列比較に当たり留意すべき変更

前後の差異について、ウェブサイト等において丁寧かつ分かりやすく説明することが必要であ

る。 

（２）未活用労働に関する各指標に関係する情報提供の実施 

ILO 決議に準拠した未活用労働に関する各指標については、我が国における未活用労働の実

態を示し、国際比較可能性の向上とともに、雇用政策等の検討や学術研究などにも資する有用

なデータを提供するものである。このため、その利活用に当たっては、各指標を作成する趣旨

や、これらの指標に係る諸外国における状況について、統計利用者に正確に理解されることが

重要である。 

このようなことから、総務省は、統計利用者の利便性等を図る観点から、未活用労働に関す

る各指標の公表に当たって、国際比較の観点に十分留意しつつ、諸外国の状況と比較・分析し

た資料を作成の上、ウェブサイト等において情報提供を行うことが必要である。 
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前回答申における「今後の課題」に対する総務省の対応状況 
 

前回答申の指摘事項の概要 （注） 左記課題に対する総務省の対応状況（検証・検討結果）の概要 

基礎調査票の「従業上の地位」

を把握する調査事項の選択肢のう

ち、従来の「常雇」に該当する者

の中には、自身の雇用契約期間が

有期なのか無期なのかを必ずしも

十分に承知していない者がいるお

それがある。 

今後、本調査の「従業上の地位」

に係る平成 25 年の調査結果及び

平成 24年就業構造基本調査の「雇

用契約期間の定めの有無」に係る

調査結果（平成 25年７月公表）に

おける回答状況を分析の上、本調

査の「従業上の地位」を把握する

調査事項の選択肢に「わからない」

を追加する必要性を検討し、速や

かに一定の結論を得る必要があ

る。 

①  「従業上の地位」に係る平成 25年の本調査結果と平成 24年就業構造基本

調査（総務省が所管する基幹統計調査。以下「平成 24 年就調」という。）

における「雇用契約期間の定めの有無」に係る調査結果について、各選択

肢に係る構成比の面から比較・分析を行った。 

その結果、本調査における従業上の地位を把握する選択肢の中で「常雇

の人（有期の契約）」の構成比は 18.8％であるのに対し、これに対応する平

成 24年就調の雇用契約期間を把握する選択肢のうち「１年超３年以下」及

び「３年超５年以下」の構成比はそれぞれ 3.5％、1.0％であり、両者を合

わせた 4.5％と比べても本調査の方が 14.3 ポイント高いなど、回答に係る

構成割合に一定の差が認められた。 

②  上記結果を踏まえ、今回変更案の調査事項を設定した「就業希望の把握に

関する準備調査」（平成 27 年 10 月から平成 28 年３月までの６か月間、南

関東の１都３県（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）で毎月約 7,200

世帯を対象に一般統計調査として実施した試験調査。以下「準備調査」と

いう。）を実施した。 

当該準備調査結果と平成 24年就調結果を改めて比較・分析を行ったとこ

ろ、準備調査の雇用契約期間を把握する選択肢の構成比は、「１年超３年以

下」が 4.6％、「３年超５年以下」が 1.1％であり、平成 24年就調との差は

それぞれ 1.1ポイント、0.1％ポイントと両調査の回答状況に係る構成割合

の差が小さいことが確認できた。また、準備調査では「定めの有無がわか

らない」の選択肢を設け、平成 24年就調と構成比を比較・分析をしたとこ

ろ、前者が 6.2％、後者が 8.3％とその差は 2.1％であった。 

③   これらのことから、準備調査は調査対象地域や調査期間、報告者数が限

られたものであることに十分留意する必要があるものの、本調査において

雇用契約期間を把握する調査事項を設け、その中で「わからない」の選択

肢を設けることによって把握することが、より的確な実態の把握を可能と

し、有用であるとの結論に至った。 

（注）前回答申における「今後の課題」の内容は、以下のとおり。 

    ３ 今後の課題 

基礎調査票の「従業上の地位」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の「常雇」については、新たに「常雇（有期の

契約）」及び「常雇（無期の契約）」に分割することが計画されており、当該分割は、有期雇用契約者の人数の推計を可能と

するものであることから、適当と判断したところである。 

しかしながら、常雇に該当する者の中には、自身の雇用契約期間が有期なのか無期なのかを必ずしも十分に承知していな

い者がいるおそれがある。また、この点を勘案し、平成24年に実施予定の就業構造基本調査の「雇用契約期間の定めの有無」

を把握する調査事項の選択肢においては、「定めがない」「定めがある」のほか「わからない」を設けている。 

したがって、今後、労働力調査の「従業上の地位」に係る平成25年の調査結果及び平成24年就業構造基本調査の「雇用契

約期間の定めの有無」に係る調査結果（平成25年７月公表）における回答状況を分析の上、労働力調査の「従業上の地位」

を把握する調査事項の選択肢に「わからない」を追加する必要性を検討し、速やかに一定の結論を得る必要がある。 
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